
 

 

 

 

決算書の不備 

 

                                                     

 

対象受検機関 検出事項 監査の結果 措置の内容 

 

公益財団法人 

大阪府国際交流財団 

 

  

公益財団法人大阪府国際交流財団は、特定資産として国際交流事業積立資産を

保有しており、平成25年度の残高は1,793百万円であるが、平成25年度の貸借対照

表において、国際交流事業積立資産は1,741百万円と記載されていた。 

差額の52百万円は、特定資産の項目の普通預金として記載されており、公益法

人会計基準注解（注４）３に準拠した保有目的を示した独立科目での表示が行わ

れていない。 

 

現状の貸借対照表（抜粋）                  （単位：円） 

科目 当年度 前年度 

２ 固定資産   

 (2) 特定資産   

    普通預金 52,000,000 0 

    国際交流事業積立資産 1,741,153,960 2,009,945,760 

 

あるべき貸借対照表（抜粋） 

科目 当年度 前年度 

２ 固定資産   

 (2) 特定資産   

    国際交流事業積立資産 1,793,153,960 2,009,945,760 

 

 

【是正を求めるもの】 

特定資産の一部を普通預金として別掲せず、当該

特定資産として貸借対照表に記載されたい。 

 

 

 

 

 平成26年度決算において、

貸借対照表への特定資産の

記載に当たって、独立科目で

の表示を行った。 

【公益法人会計基準注解】（平成21年改正） 

（注４） 基本財産及び特定資産の表示につ

いて 

３ 当該公益法人が特定の目的のために預

金、有価証券等を有する場合には、当該資

産の保有目的を示す独立の科目をもって、

貸借対照表上、特定資産の区分に記載する

ものとする。 

 


